
 
 

 公益財団法人埼玉県公園緑地協会財務規程第65条の規定により、次のとおり一般競争

入札を実施する。 

 

 令和７年１月１５日 

公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

理事長  清水 匠 

 

１ 調達内容  

（１）購入等件名及び予定数量  

戸田公園ほか１２施設で使用する電気（低圧） 

予定使用電力量592,570キロワット時  

（２）調達案件の仕様等  

入札説明書及び仕様書による。  

（３）供給期間  

令和７年３月の計量日（検針日）から令和８年３月の計量日（検針日）の前日まで 

（４）需要場所  

戸田公園ほか１２施設  

（５）入札方法  

本件入札は、紙媒体による入札書の郵送又は持参による入札により行う。  

また、入札金額については、各入札者において設定する契約電力に対する単価（基

本料金単価）及び予定使用電力量に対する単価（電力量料金単価）を根拠とし、埼玉

県公園緑地協会が提示する契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した供給期間全

体の総価を記載すること。  

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセント

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。  

２ 競争入札参加資格  

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であ

ること。  

（２）埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則第18号）第91条の規定により埼玉県の一般

競争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

（３）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者でないこと。又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の

申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定日を審査基準日とした



経営事項審査の再審査を受けた後、埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再

審査を受けている者はこの限りではない 

（４）令和５・６年度埼玉県物品等競争入札参加資格資格者名簿に登録されている者で

あり、業種区分が「販売」、大分類「燃料」、小分類「電力」で格付けが「Ａ級」

であること。 

（５）公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

に基づく入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 

（６）公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づ

く入札参加除外の措置を受けていない者であること。 

（７）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（「資本関係又は

人的関係がある者（「同族企業」という。）同士の同一入札への参加を制限する運用基

準」参照。） 

（８）電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条の2の規定による小売電気事業の登録を

受けている者であること。 

（９）入札説明書の様式２の別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取

組の状況に関する条件」を満たす者であること。 

（10）契約の締結日に関わらず、令和 3年 4月 1日から本件入札の公告日までの間に、当

協会、国、地方公共団体又は民間企業との契約により、1 年間に 300,000 キロワット

時以上を供給する電力調達を完了した実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

（１）入札書の郵送先又は持参する場所並びに問合せ先 

〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 4丁目 130 番地  

公益財団法人埼玉県公園緑地協会 技術部施設担当 清水 電話 048-640-1591 

（２）入札説明書及び仕様書の交付方法 

 公益財団法人埼玉県公園緑地協会のホームページ上からダウンロードすること。 

 http://www.parks.or.jp/association/ 

（３）郵送による入札書受領期限 

令和７年１月３０日（木）午後３時まで 

なお、書留郵便により受領期限までに必着のこと。 

（４）入札及び開札の日時及び場所 

令和７年１月３１日（金）午後１時  

公益財団法人埼玉県公園緑地協会（さいたま市大宮区高鼻町 4丁目 130番地） 

４ その他  

（１）入札保証金及び契約保証金  

ア 入札保証金  

入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の5以上）を乗じた額 



を納付するものとする。ただし、財務規程第66条第3項の規定に該当する場合は、免

除する。  

イ 契約保証金  

契約の相手方は、契約締結日までに契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）

を乗じた額を納付するものとする。ただし、財務規程第52条第2項第1号の規定に該当

する場合は、免除する。  

（２）入札者に要求される事項  

この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を上記３

(1)の提出場所に書留郵便にて郵送又は持参により、令和７年１月２２日（水）午後

３時までに提出し、競争入札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務

の担当者から、提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければな

らない。  

（３）入札の無効  

次に掲げる入札書は、無効とする。  

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書  

イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書  

ウ 財務規程71条の規定に該当する入札書  

（４）契約書作成の要否  

要  

（５）落札者の決定方法  

財務規程第72条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

（６）支払条件  

適法な代金請求書を受理した日から 30日以内に当該代金を受注者に支払うものと

する。  

（７）その他詳細は、入札説明書、仕様書及び電気需給契約書（案）による。 


